
　７月27日㈯は、遺跡の森総合公園内の電気設備などの点検で停電となるため、終日
遺跡の森総合公園内のすべての施設（遺跡の森館、コミュニティセンター、図書館、
公園内体育施設）の利用ができません。
　また、当日、地区公民館、体育広場を利用されるかたは、鍵の貸し出しができません。
３日前までに鍵の貸し出しを行うため、コミュニティセンター窓口へお越しください。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

７月27日㈯は、遺跡の森総合公園内施設が利用できません！

問合せ＝教育委員会事務局　生涯学習係（コミュニティセンター内）　☎76-3431

《課題曲講習会》
審査委員の先生による講習会を開催します。
課題曲の模範演奏もあり、とても参考にな
りますので、ぜひご参加ください。
◎日　時＝８月４日㈰　午後１時～
◎会　場＝遺跡の森館ホール
◎講　師＝蛭多 令子先生
　　　　    （埼玉大学名誉教授・ピアニスト）
◎受講料＝無料

第29回 美里町遺跡の森ピアノコンクールプログラム（400部）

コンクールプログラムに
掲載する広告を募集します
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コンクールプログラムに
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コンクールプログラムに
掲載する広告を募集します募集！

広告の大きさおよび掲載料

掲 載 物

※広告に関しては、美里町有料広告掲載要綱に基づき実施します。
　申込書は、コミュニティセンターで配付のほか、ホームページからも
　取得できます。
　詳細は、担当までお問い合わせください。

１枠（30㎜×85㎜） 5,000円
２枠（30㎜×175㎜） 10,000円

第29回　美里町遺跡の森ピアノコンクール
　今年も「美里町遺跡の森ピアノコンクール」を開催します。
　このコンクールは、次世代を担う青少年のピアノ演奏の発表の場として、町内外を問わず広く出場者を
募集しています。今年のコンクールから窓口・郵送申込みのほかに、オンラインで参加の申込みができる
ようになりましたので、ふるってご参加ください。

８月４日㈰～　出場者申込受付開始！ 今年度からオンライン申込みが今年度からオンライン申込みが
できるようになりました！できるようになりました！

○開 催 日＝11月16日㈯　：Ｓ部門（幼児）　　　　　　��／Ｃ部門（小学校５・６年生）
　　　　　　　　　　　　　　　　17日㈰　：Ａ部門（小学校１・２年生）�／Ｄ部門（中学生）
　　　　　　　　23日（土・祝）：Ｂ部門（小学校３・４年生）�／Ｅ部門（高校生）
○会　　場＝遺跡の森館ホール
○参 加 費＝Ｓ部門　5,000円／Ａ～Ｅ部門　6,000円
○申込期間＝８月４日㈰～９月６日㈮
○申込方法＝ 参加申込書、参加費をご用意の上、
　　　　　　下記のいずれかの方法でお申込みください。
　　　　　　①オンライン申込み
　　　　　　　（専用サイト「ピティナ提携コンクール」）
　　　　　　②窓口持参
　　　　　　③郵送申込（現金書留）
○窓口・郵送申込先＝〒367-0113	 埼玉県児玉郡美里町大字甘粕343番地
　　　　　　　　　　　　　　　	 美里町コミュニティセンター
　演奏曲目や申込方法など、詳しくは「募集要項」をご覧ください。
　募集要項は、コミュニティセンターで配布しています。
　また、町ホームページからもダウンロードできます。 町ホームページ

QRコード

公民館の利用拡大および施設使用料の適用のお知らせ
　10月利用分から、町内４公民館において、生涯学習活動などを行っている団体のほか、営利団体・企業
などが公民館を利用できるようになります。ただし、物販や契約行為など、直接的な営利活動はできません。
また、利用の拡大に伴い、施設使用料を徴収します。

施設使用料

注意事項
○�施設使用料は、利用申請時にお支払いください。
○営利目的で使用する場合は、上記表に示す金額の２倍となります。
○�公民館利用登録団体や町内を拠点に、公共性または公益性が高い地域活動を行う団体が、登録・本来の
目的のために使用する場合、施設使用料は減免（無料）となります。
○附属設備使用料 (エアコン代 )は施設使用料には含まれません。従来どおり発生します。

令和６年 10 月１日利用分から、施設使用料がかかります

問合せ＝教育委員会事務局　生涯学習係（コミュニティセンター内）　☎76-3431

８月利用分 ９月利用分 10月利用分 11月利用分

町内の団体・企業など ７月１日から受付開始 ８月１日から受付開始 ８月１日から受付開始 ９月１日から受付開始

町外の団体・企業など ９月１日から受付開始 10月１日から受付開始

施設名 利用区分
使用料（円）

午前 午後 夜間

中央
公民館

第一会議室 300 300 300
調理室 300 300 300
大ホール 1,000 1,000 1,000
視聴覚室 300 300 300
和室 200 200 200
工作室 200 200 200
陶芸棟 200 200 200

適用時期

施設名 利用区分
使用料（円）

午前 午後 夜間

東児玉
公民館

大会議室 500 500 500
展示室 200 200 200
調理室 300 300 300
和室 200 200 200

松久
公民館

和室 200 200 200
調理室 300 300 300
遊戯室 500 500 500

大沢
公民館

大会議室 500 500 500
和室 200 200 200
展示室 200 200 200
調理室 300 300 300

令和６年10月１日利用分から
公民館を利用できるかた
町内の非営利団体に限らず、町外の団体 ( 非営利・営利団体 ) や
企業、個人事業者等への貸出しが可能となります。

○新たに利用することができる活動
これまでの非営利活動に加え、新たに以下の活動で利用できます。
・�営利団体や企業、個人事業者等による町民の生涯学習に資する活動
　　【例】�料理教室、英会話教室、ダンススクールなど
・企業等民間事業者の利用
　　【例】社員会議、入社試験、面談など

×利用できない活動
直接的な営利活動
・物品の販売や買取
・商品の紹介・展示、試食、実演
・契約行為など
・特定の政党、宗教を支持する活動

予約開始日
・町内の団体、企業など�…��利用月の２か月前の１日から予約可能
・町外の団体、企業など�…��利用月の１か月前の１日から予約可能
予約スケジュール
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